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許可の取消し（第３１条第１項） 
１ 次に掲げる場合には、温泉の利用の許可を取り消すことができる。  
 ① 公衆衛生上必要があると認めるとき。  
 ② 許可を受けた者が次の各号（温泉法第１５条第２項第１号又は第３号）のいずれかに該当するに至つたとき。 
  ○ この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過

しない者 
  ○ 法人であって、その役員のうちに前号に該当する者があるもの 
 ③ 許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。  
 ④ 許可を受けた者が温泉の利用の許可に付された許可の条件（温泉法第１５条第４項において準用する同法第４条第３項）に違反し

たとき。 
 
 
温泉の利用の制限又は危害予防の措置の実施命令（第３１条第２項） 
１ 第３１条第１項第１号、第３号又は第４号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温

泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。 
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